
  

 

１．検討の背景と目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．検討方針と前提条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新しいあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大田区学校プールのあり方」の策定について 

（１）既存プールの利用 

  比較的プールが新しい学校（築 15年程度）については、暑熱対策（日よけの設置など）、

管理負担を軽減する設備（タイマー式滅菌機など）の導入を実施し、当面は既存プールを 

活用する 

（２）民間プールの利用 

  自校に屋外プールを設置する場合と比べ、指導補助の導入や、施設管理の低減、整備コス

ト、安定的なプール授業の実施等のメリットが期待できるため活用する 

（３）区営プールの利用 

  民間プールと同様のメリットが期待できるため活用する 

（４）簡易温水プールの整備及び利用 

屋内に簡易温水プールを整備し複数校で利用することで整備コストや安定的なプール授業 

の実施等のメリットが期待できるため、周辺校とのプールシェアを行い活用する 

  ※複数校が利用するプールの管理は外部委託する方針とする 

  ※共同利用の立地や、施設設置に伴う敷地面積、中学校における授業形態、部活動利用の

可能性等を考慮し原則中学校への整備を検討する 

（５）継続検討 

  民間・区営プールや簡易温水プール拠点候補校から離れている学校等については継続検討

校とし、改築に合わせた自校へのプール整備や、バス移動等による拠点プールや民間・区営

プールの利用について検討する 

（６）プール利用計画案 

 



  

 

４．従来型と新しいあり方（案）の比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．簡易温水プールの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．プールコスト比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．今後の調整事項 

(1) 対象校と前後授業時間の確保や実施時期について詳細を調整する 

 

(2) 継続検討校や改築中の学校については徒歩移動が困難な場合も想定されるため、 

公共交通機関やバス等の効率的な利用について引き続き検討する 

 

(3) 区民利用のニーズに対する施設開放や、区民利用を前提とした温水プールの整備に

ついては、学校の水泳指導における運営と安全を確保したうえで、健康、スポーツ等

施策の方向性を踏まえて所管部局と連携し検討する 

 

屋外プール 

屋外プール 簡易温水プール 

簡易温水プールのコストメリット検討（80 年ライフサイクルコスト） 


